
 みまもり通信 その４9 

あなたも狙われている！ 

 

 

 

 

 

 

 
自分だけはだまされない！ 

…なんて思っていませんか？ 
 

還付金をＡＴＭで返還することは絶対にありません。

「携帯電話」を持って「ＡＴＭ」へと言われたら還付金詐欺

です。 

相手の言った電話番号を鵜呑
う の

みにせず、電話帳などを

使い自分で電話番号を確認して、関係機関に問い合わせ

ましょう。 

だまされないためにも「自分の身にも起こるかも…」と

いう意識を持つことが大切です。 
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